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リニモテラス公益施設関連の
募集情報

0たつせがある課 ☎ 56-0641
記事ID 14821、14822

健康・福祉

　ウォーキング教室の開催
0保険医療課 ☎ 56-0618

記事ID 10187

みんまち川柳コンテスト開催
0政策秘書課 ☎ 56-0600

記事ID 14829

ふ・く・しフォトコンクール
0社会福祉協議会 ☎ 62-4700

特別職報酬等審議会委員
0人事課 ☎ 56-0604

記事ID 14734

広報ながくて　2020年 10月号

　工房２利用講習会
0福祉の家 ☎ 64-6500

記事ID 3394

申

申

※感染症予防の観点から、可能な限り郵送での提出をおすすめします。

福祉の家の工房2に備えられている糸
ノコなどの工作機器を初めて借りる場合
は事前に利用講習会の受講が必要です。
中学生以下は保護者同伴。
110月18日(日)9：30～11：30
2福祉の家 工房2
3２人（先着）
510月2日（金）～11日（日）に福祉の家
   に電話で申込。

昨年度まで実施していたしっかり運動
教室を、１０月からウォーキング教室と名
前を変えて再開します。今年度からは委
託事業とします。
申込方法等、詳細は市HPへ。

特別職報酬等審議会とは、市長および
副市長、市議会議員といった特別職の報
酬等の金額について審議し、市長に対し
て答申する審議会です。
特別職の報酬等の改定は、この審議会
の答申を踏まえ、市議会において条例改
正の議決を経て決定されます。
この審議会において、市民の意見を反
映させるため委員を募集します。
3●18歳以上75歳未満の人
●市内在住、在勤、在学および事業また
　は活動を行う人
●本市のほかの付属機関の委員、本市市
　議会議員および本市職員でない人
●当該審議会委員の任期が通算して10
　年を超えない人

●平日昼間に開催する審議会に出席でき
　る人
G募集人数　2人
任期　委嘱日から答申の日まで
報酬　9,000円（日額）
510月5日（月）～16日（金）（窓口受付
は開庁日の8：30～17：00）に人事課
窓口または市HPにある応募用紙とレ
ポート｢特別職の報酬等のあり方につ
いて｣（800字程度）を人事課窓口、メー
ルまたは郵送（消印有効）で提出。

K選考方法　書類選考

東部丘陵線（リニモ）長久手古戦場駅
前に「リニモテラス」を整備しており、そ
のリーディング施設（交流拠点）として「リ
ニモテラス公益施設」（以下「公益施設」
という。）を今年度建設するにあたり、指
定管理者およびカフェ事業者を募集しま
す。詳細は市HPへ。
公益施設指定管理者
公益施設の管理運営に関する業務を
行う指定管理者を募集します。
510月6日（火）～11月13日（金）に必要
書類をたつせがある課に提出。

公益施設内カフェ事業者
公益施設の来館者を始めとする利用
者等へのサービスの向上および利用者
の憩いや交流の機会を創出するため、飲
食を提供するカフェの運営事業者を募集
します。
5１０月6日(火)～30日(金)に必要書類
をたつせがある課に提出。

まちづくりに関する条例である、みん
なでつくるまち条例に沿ったテーマで川
柳を募集します。新型コロナウイルスの
影響で気軽に外に出られない今だから
こそ、自分のまわりの「つながり」につい

て改めて考えてみませんか。
テーマ：つながり
ご近所での出来事や、市民活動、地域
行事など最近感じた「つながり」エピソー
ドをお待ちしています。
【川柳例】
まちづくり まずは笑顔で こんにちは
3市内在住、在勤、在学の人
5１０月１日（木）～３０日（金）に政策秘書
課窓口、まちづくりセンター等または市
HPにある応募用紙を政策秘書課窓口、
ＦＡＸ、メールまたは郵送で提出（ひとり何
点でも応募可）。
K最優秀作品には、3,000円分の図書
カードを贈呈します。入選作品は、みんな
でつくるまち条例推進の目的で、広報紙
等で利用する予定です。選考結果は、入
選者に通知するとともに、市HPで発表し
ます。詳細は市HPへ。

「ふ・く・し」（普段の暮らしの幸せ）をイ
メージできる写真を募集します。今年1年
間で撮影した、地域・家族・友人とのふれ
あい、楽しげな様子など長久手市あるい
は長久手市民の「ふ・く・し」が感じられる
作品をお待ちしてます。最優秀賞作品に
は賞状・賞品　１万円分のＱＵＯカードを
贈呈します。
510月１日（木）～11月29日（日）に窓
口、メールまたは郵送で提出。住所・氏名・
連絡先・作品タイトル、メールの場合は
件名に「ふくしフォトコンクール応募」と
明記※１人１点まで。 詳細はHPへ。

2023年１月以降開催の成人式につい
て開催日を変更します。
開催日を「成人の日」である月曜日（祝

日）午前から、その前日の日曜日の午後に
変更します。なお、式典の名称について
は、今後検討していきます。
※令和3年成人式は2021年1月11日
　（月・祝）に開催予定

中小事業者等が所有する償却資産お
よび事業用家屋に係る固定資産税等の
軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事
業収入が減少した中小事業者等（個人事
業主も含む）が所有する償却資産および
事業用家屋の2021年度課税分につい
て、事業収入の減少幅に応じ、固定資産
税等を軽減します。 
32月～10月の任意の連続する3か月
　間の事業収入が、前年同期間比で30％
　以上減少している中小事業者等
G減免率：50％以上減少した場合は全
　 額免除、30％以上50％未満減少した
　 場合は2分の1免除。
51月31日(日)までに申請。※事前に認
定経営革新等支援機関等で確認を受
ける必要があります。

マイナンバーカードの受け取りは予

約制です。申請のお手伝いもできます。
110月14日(水)17：15～19：00
　 25日(日)9：00～12：40
2市役所本庁舎１階 市民課
F【共通】運転免許証などの本人確認書
　 類、通知カード、住民基本台帳カード
　 (ある人)
【受け取り】個人番号カード交付・電子証
明書発行通知書兼照会書(はがき)
【申請】個人番号カード交付申請書、認印
(ゴム印等不可) ※顔写真は無料でお撮
りします。
【電子証明書更新の場合】マイナンバー
カードおよび電子証明書の有効期限通
知書

1１０月７日（水）１１：００～
2市内10か所に設置してある防災行政無線
G音声放送およびサイレンが鳴ります。
※全国的に行われます。

公的年金等の収入やその他の所得額
が一定基準額以下の年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せして支
給されるものです。
日本年金機構から届く請求書に記入し
日本年金機構に提出。詳細は日本年金機
構HPへ。
※日本年金機構や厚生労働省を装った不
審な電話や案内にご注意ください。電話
で口座番号をお聞きしたり手数料などの
金銭を求めることはありません。

10月1日から全国一斉に赤い羽根共
同募金が展開されます。
共同募金運動は、地域福祉を推進し、
明るい福祉のまちづくりを支援するた
め、一人ひとりが協力しあっていく「住民
相互のたすけあい」運動です。みなさん
からお預かりした募金は、福祉教育など
地域福祉を推進していくために活用され
ています。

市国民健康保険または後期高齢者医
療制度の被保険者に対する新型コロナウ
イルス感染症の傷病手当金の支給適用
期間を12月31日まで延長します。また、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
保険料、保険税の減免申請の受付も引き
続き行っています。詳細は市HPへ。

出産し、退院後に心身の不調や育児不
安等があるお母さんと赤ちゃん向けに、
10月から有料で病院での宿泊または日
帰りの産後ケア事業を始めます。詳細は
市HPへ。
3宿泊型 子どもが4か月になる前日ま
でのお母さんと赤ちゃん
通所型 子どもが1歳になる前日までのお
母さんと赤ちゃん


